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雜

錄

巴

れf

ぬ
運
河
條
約
中
の
永
久
中
立
の
葸
旎

t? 

L

巴
奈
馬
運
河
倐
約
中
の
永
久

umT̂
aao
 
^

泉

哲

'
北
米
合
衆
國
が
十
筒
年
の
过
子
を
費
し
て
開
盤
に
從 

事
し
た
.る
巴
奈
馬
運
河H

事
は
旣
に
完
腐
し
> 
一
九1 

四
年
八
月
十
五
日
を
以
て
吃
水
三
十
呎
以
內
の
軍
艦
及 

哺
船
，に
通
航
を
許
可
ぜ̂

而̂
し
て1

九
一
五
ハ
±

ユ
月 

十
三
日
を
期
し
，
公
式
の
開
通
式
を
擧
ぐ
る
に
當
-
^
各 

國
の
戰
艦
其
の
式
に
列
せ
ん̂
し
、
日
本
帝
國
も
亦
其 

の
代
表
艦
を
派
遺
す
る
こビ
に
決
定
せ
り
、
此
運
河
開 

通
を
紀
念
せ
ん
が
爲
に
明
年
ニ
月
一

一

十
日
を
以
て
a
奈 

馬
太
平
洋
萬
國
傅
覽
會
を
米
國
加
州
桑
潘
に
.關
催
し
同 

年
十
ニ
月
四
日
に
至
る
迄.種
々
の
名
@
を
以
で
、
視
祭 

VH
を
繼
續
せ
ん
ど
す
帝
國
政
府
又
百
一

1

十
萬
圓
を
变
出
；
 

し
て
賛
同
費
忙
充
當
し
、
臨
時
博
覽
會
事
務
爵
を
設
遛

し
；て
，賛
同
.事
務
進
涉
中
な
.i

o

1

度
運
河
の
，開
通
せ&

 

る
V

や
0
本
の
«

工

業

记及
ほ
す
影
響
测
知
す
可
か
ら 

ざ
る
も
の
あ
る
べ
し
0
加
之
歐
洲
の
戰
飢
漸
く
撕
大
し 

て
極
東
に
波
及
し
帝
國
も
亦
交
戰
國
の班
に
M
し
4*

 ̂

で
の
展
開
豫
測
し
：雛
き
も
の
あ-
。̂
此
時
杞
當
h
運
河
の 

j

牲
質
を
考
究
し
永
久
中
立
の
意
義
を
明
に
す
る
の
必
要 

特
に
切
な
る
も
の
あ
云
ふ
べ
し

o

I 

I

運

河

中

立
.の
®

源

I

運
河
の
性
質
.を
研
究
す
る
の
順
序
ど
し
て
運
河
中
立 

\

0
基
因
を
究
明
せ
ざ
る
ベ
か
ら
す
、
何

VJ

な
れ
ば
運
河 

|

問
題
は
中
立
問
題
を
以
て
典
主
要
な
る
も
の
ど
な
す
を 

\

B;
て
な
り
0
運
河
開
盤
，の
起
案
は
チ
ャ
ー
ル
ス
五
世
及 

{
フ
ィ
リ
，ッ
ブ
ー
一
世
の
頭®
に
#
か
れ
た
る
事
^

h

s-f
f
- 

せ
ら
る
V
も
、

一
度
存
在
を
認
め
ら
れ
れ
る
運
河
の
性 

質
に
思
ひ
及
ひ
れ
る
は
，1

八
ニ
六
年
、
中
米
に
沉35 

米
利
加
，會
議
を
開
き
れ
る
當
時
を
以
て
嚆
矢^

す
。
薛 

會
璣
は
中
、
南
米
諸
國
代
議
夤
の
み
な
ら
ず"
北
，米
合

i ;

,

-

.

:

.

.

.

.

.

.
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酵
?
塵

梦

囊I
翁
丨1
丨|l,
.vu

.衆
國
は
代
表
者
を
派
遺
す
る
に.當
办
，
，訓
論
し
て
日
く 

突
洋
ょ
办
大
洋
に
達
す
る
航
通
路
開
盤
の
_

に
は
是 

れ
に
附
隨
す
な
利
益
を
し
て.1

箇
國
に
壟
斷
せ
し
め
ず 

宜
し
く
窩
國
に
均
霑
せ
し
め

r

相
當
の
通
a
料
を
徵
收 

し
て
自
由
に
航
通
せ
し
む
へ
し

」

(l
)

w

o當
時
米
國
政 

府
は
自
ら
開
懲
す
る
の
意
な
か3
し
を
以
て
，
若
し
他 

國

R
依
て
企
業
成
敗
の
職
に
は
、.
世
界
共
用
の
も
の
た 

.ら
し
め
ん
事
を
巴
祭
場
會
議
に
提
出
せ
ん
ど
欲
し
た
る 

f

o .

然
れVJ

も
右
代
離
員
は
開
會
前
に
翁
場
に
達
せ 

ぎ
6
,し
を
以
て
、
此
意
a
は
議
題
に
上
ら
ず
し
て
止
み 

?

，
.又
一
八
三
六
年
に
：.至
h
米
.國
上
院
に1

決
：議
案 

提
出
せ
ら
れ
た
彡g

其
の
案
は「

運
河
投
資
*
を
保
譲 

し
且
つ
正
當
の
通
過
稅
を
支
拂
た
る
离
國
の
船
舶
记
航 

通
の
自
由
均
等
權
を
保
證
す
る
倐
約
の
締
結
を
以
て
目 

的
ぐ
し
な
せP 
,
蓋
し
叙
上
ニ
件VJ.

も
運
河
の
自
由
航
行
. 

及
び
使
用
均
等
權
を
以
て
其
の
本
旨
ビ
な
せ
る4
の
な 

る
：を
見
る
べ
し
、
其
後
三
年
を
經
てi

0決
m
案
W 

び
米
國
上
院
に
提
州
せ&
る
く
に
及
，で„

將
來
開
藤
せ

ら
る
可
き
'

運
河
の
性
質
を
.|

層
明
確
な
ら
し
め
た
ぅ
、
 

⑶
然
れ

w

も
永
久
中
立
の
問
題
に
到
達
し
れ
る
は
、

1

 

八

四

六

年

米

國

「

一
一
ウ
ダ
ラ
.

ナ
ダj

•條
約
を
以
て
嚆
矢

ニ
運
河
中
立
條
約

米
國
ど「

1
!
:

ク
グ
ラ
ナ
ダ」

條
約
は
地
峡
通
路
及
運
河 

中
立
規
定
を
設
け
た
る
最
初
の
も
の
た
ぅ
"
該
條
約
第 

三
十
五
條
に
據
て「

一
一
ク
グ
ラ
ナ
ダ
し
政
府
は
巴
奈
馬 

地
峽
を
橫
麵
し
て
其
の
當
時
存
花
せ
る
交
通
路
及
將
來 

建
設
せ
&

る
、
通
路
の
公
關
及
自
由
使
用
權
を
米
國
政 

府
及
米
國
人
に
保
證
し
入
米
國
政
府
は
互
葸
的
に「

二 

ク
ダ
ラ

ナ

ダ」

に
約
す
る
に
該
條
約
存
續
期
間
太
西
洋 

ょ
り
太
平
洋
に
到
‘

る
地
_

敏
路
の
完
全
な
る
中
立
を
®

 

實
に
旦
有
效
忙
防
纖
す
る
事
を
保
證
せ
6

、
又
、
運
河 

に
し
て」

f

十
觀
年
以
內
に
開
藤
せ
■

&

る
、
こ̂

? >
.

ら
.

«
 

此
條
項
を
水
路
^

も
適
用
ず
る
*
を
協
約
し
以
て
將
來 

の
運
河
は
，永
久
中
立
な
る
資
質
を
荷
す
る
^

^

な
せ
b

雜
八
.怨

(

一
ニ
0
七〕

.

雑
：.
錄
.

.
祭̂
腐
.述
河
.條
釣
中
の
永
久
，中
立
の
：意.親
.

1
1

三
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八

怨(

ニ
1
〇
八)

雜

錄

巴

奈

馬

運

；河
條
約
中
の
'
永
久
中
立
の
意
钱

第
九
號

四

然
る
に
右
中
立
條
項
は
、
中
，
|南
米
に
莫
大
0.
.利
害
關 

係
を
有
す
る
英
國
の
.m

力
な
ぐ
し
て
は
勵
行
し
得
ざ
る 

を
以
て
、

1

八
四
九
年
米
國
々
務
卿
ク
レ
ト
ー
ン
庆
駐 

英
米
國
公
使
口
ー
レ
.ン
ス
氏
に
訓
令
し
て
米
國
が
&
奈 

馬
地
峽
及
運
河
の
永
久
中
立
に
對
し
與
へ
れ
る
保
證
を 

英
國
の
協
力
に
依
て
確
保
せ
ん
事
を
提
議
せ
し
め
れ
ぅ 

g

而
し
で
翌一

八
金
の
年
四
月
十
五
问
英
米
間
に
始
め

る
を
得
ず
、
又
モ
カ
ラ
ガ
、
コ
ス
タ
リ
力
、
屯
ス
キ

ト
ー
沿
岸
典
他
の
中
米
に
統
治
權
を
執
行
し
"
殖
民 

し
苦
し
く
は
占
領
す
る
を
得
ず

」

.

.加
之
兩
國
は
尙
相
約
す
る
に
次
の
事
項
を
以
て
せ$ 

日
く
：「

締
慨
國
は
叙
上
條
項
違
反
の
行
爲
を
遂
行
す
る 

が
爲
中
米
諸
國VJ

交
渉
し
"
或
は
運
河
開
通
に
附
帶
す 

る
利
益
を
獨
占
せ
ん
ビ
す
る
全
般
の
行
動
を
避
け
ざ
る

て
述
河
の
條
約
の
締
結
を
觀
る
に
至
れ
う
，
世
に
ク
レ\

可
ら
ず
ニ
マJ

斯
'く
て
運
河
.を
共
同
監
督
の
下
に
®
か
ん

丨

ト

.
ン®

パ\

ソ
ー
條
約
^

秫
す
る
.も
の
即
ち
是
れ
な 

h

e

條
約
の
指
宛
し
^

る
連
河
開
耀
地
は
サ
ン
°

フ
ァ 

ン
f

二
力
ラ
ガ
河
及
テ
力
ラ
ガ
或
は
マ
ナ
ガ
湖
經
由 

線
を
以
て
最
良
の
も
の
ビ
せ
り
、
然
れ
ど
も
學
惝
の
許 

，き 

>

る

も

の

苻

る

場

合

に

は

一

一

力

ラ

ガ

以

外

の

'地

を

撰 

槔
す
る
を
得
可
し
、
此
場
合
に
は「

テ
フ
ァ
ン
タ
ぺ
ッ 

クJ

或
は
巴
奈
馬
を
以
て
適
當
の
地
S

看

倣

せ

猶
 

M

河
地
域
附
近
の
土
地
不
可
侵
を
約
し
て
日
く 

◦

.
 

r
「

締
脱
國
は
運
河
を
獨
占
し
及
保
有
す
る
ご
ビ
な
し 

又
運
河
地
帶
を
支
配
し
得
る
地
點
に
防
備
を
設
歡
す

ビ
せ
K

:
而
し
て
縦
令
締
盟
國
間
に
交
戰
の
不
幸
を
見 

る
事
あ
る
も
其1

方
の
船
舶
を
運
河
內
に
封
鎖
し
"
抑 

留
し
若
く
は
捕
獲
す
る
が
如
き
事
を
な
さ
す
ビ
約
し
以 

て
，運
河
の
啟
准
航
行
を
保
證
し
、

度
開
黯
工
事
開
始 

せ
ら
ろ
れ
ば
是
れ
に
從
事
す
る
人
！

T

工
事
に
必
要
な 

る
營
造
物
の
安
全
を
_
办
毫
も
エ
事
の
進
行
を
妨
害
せ 

ざ
る
事
を
誓
ひ
"
運
河
開
通
す
る
に
至
-ら
ば
兩
締
脱
國 

は
通
航
の
妨
«'
を
除
去
し
"
運
河
の
占
領
を
拒
斥
しV 

開
製
に
投
資
せ
る
資
本
の
安
固
ビ
運
河
永
久
不
變
の
通 

航
を
保
證
す
る
が
爲
め
運
河
を
永
久
中
立
ビな
k

雨

，國
は
共
同
保
存
の
寰
に
任
ず
る
こV

J

を
約
し
れ
6

、
但 

し
此
保
證
は
條
件
附
に
し
て
ヽ
我
し
運
河
關
懲
國
が
萬 

國
の
船
舶
に
對
し
不
公
平
の
取
扱
を
な
す
が
"

又
は
差
' 

別
的
規
則
を
制
定
す
る
場
合
に
は
叙
上
の
保
證
を
取
消 

し
て
1

全
貴
任
を
開
憋
國
に
負
は
し
む
る
事
ど
な
せ
办 

而

し

て

最

後

に

雨

締
««
國
は
諸
外
國
政
府
に
交
涉
し
て 

該
條
約
亿
加
入
せ
し
め
以
て
斯
炉
る
世
界
的
大
辦
槳
に 

貢
献
し
た
る
榮
#

ビ
利
益
ビ
に
均I

f

せ
し
め
ん
^
企
て 

.た
る
も
の
な
り
、
是
れ
運
河
を
莴
國
保
護
の
下
に
®

き 

永
久
中
立
を
萬
國
に
保
饊
せ
し
め
ん
？
欲
し
た
る
に
外

1
1
1

運
河
條
約
條
項
の
執
行
.

ク
レ
ー
ト
ン
、\

 

V

フ

ー

條

約

締

結

後
.1

八
五
六
年
に 

至
り

「

ユ
ク
グ
ラ
ナ
ダ」

に
內
m

起
6

巴
奈
馬
地
峽
の
平 

籼
を
撼
飢
す
る
や
米
國
は
軍
艦
を
派
遣
し
て
地
_
中
立 

條
羽
を
執
行
せ
&

(

7

〕

然
る
に
內
飢
は
數
年
’に
涉
6

て
，
 

平
)£
を
見
す
聚
國
ニ
カ
ラ
ガ
條
約
及
英
米
條
約
の
精
神

.然

.八

怨

(

一
.ー
ー
0
九
ゾ
.

雜

' 

'
^

を
無
視
せ
&

れ
た
る
0

獅
ぉ
り
し
を
以
て
一
八
五
七
年 

.

.米
國
.々
務
卿
ヶ
ャ
ツ
メ
m

®!
*
:米
英
國
.公
使
ナ•：

ビ
ー
ア
卿 

に
吿
く
る
に
地
(|
#

を

中

米
||
國

の

勢

力

下

に

置

く

の

馅 

險
な
る
を
以
て
大
海
軍
國
の
®
商
に
依
つ
て
ニ
大
洋
間 

一
.の
通
路
ミ
是
れ
に
敗
接
せ
る
滩
灣
を
し
て
危
寄
ど
占
領 

の
範
W

外
に
«

く
の
必
要
を
以
て
せ
り(

8

)

是
れ
米
國 

の
運
河
.政
策
の〗

赙
廻
に
し
て
地
峡
及
び
運
河
を
中
米 

以
外
の
勢
力
範
圍
に
移
さ
ん
.ヒ
す
る
の
®
思
を
發
表
せ 

る
も
の
な
5

、

一
八
六
ニ
年
南
北
の
大
亂
起
る
や
米
國 

は
地
峡
、の
平
安
を
維
持
し
雛
き
を
憂
ひ
英
，怫
に
提
議
し 

て
地
峽
通
路
保
全
の
協
力
を
求
め
れ
タ(

9

)

フ
1
ク
グ 

一
フ
ナ
ダ」

.
の
後
身
れ
る
口 

ロ
ン
ビ
ヤ
國
に
內
亂
續
發
し 

地
«

通
路
の
平
安
を
搔
«1

す
る
ゃ
ゴ
p.
ン
ビ
ヤ
政
府
は 

一

1

八
四
六
年
條
約
第
三
十
五
條
に
基
き
永
久
中
立
保
®
 

の
履
行
を
I

®

に
迫
れ
h

是
R

於
て
米
國
は
早
逞
眾
艦 

を
派
遺
し
て
平
和
を
党
復
じ
た
る
は1

八
八
五
年
の
末 

葉
な
6

ビ
す(

10)

典
後
，

一

九
〇
ニ
年
〒
口
ン
ビ
ヤ
國
に 

又
々
內
亂
起
る
に
徵
$
米
國
水
兵
は
巴
奈
馬
に
上
陸
し

第
九
.雛 

一

ー
3£

巴
祭
捣
述
河
條
約
中
の
永
久
中
立
の
窩
谈



站
'A
#
 

(

r
l
j〇)

雜
錄
巴
奈
馬
瓶
河
條
釣
中
の
永
久
中
立
の
®
翁

访九號，

J 

h

ハ

て
地
峽
羅
路
を
占
領
し
交'通
；の
诌
由
を
防
謹
せ
んビ
欲 

し
て
1湖
は
政
府
渾
及
叛
®
の
地
峡
に
上
陸
す
^
を
禁
じ 

た
ら
し
が
後
‘に
は
叛
取̂

の
み
拘
東
を
加
，へ
政
府
¥
に 

自
凼
行
動
を
許
し
た
レu
.

)

：
n 

,
ロ
シ
.ビ
ャ
國
最
後
の
革 

命

は
1
.九
〇
三
年
に
起
.
&
、
巴
奈
馬
は
終
に
コ
ロ
ン
ピ 

ャ
國
ょ
b
分
離
し
て
米
國
保
觸
の
下
に
巴
奈
坭
典
和
即 

を
©
設
す
る
に
至
れ
ヶ
S
米

國

：
は

.

.

.

一 
<

四
六
年
條
約
履 

r
を
名
^
し

-T
水
兵
を
上
陸
せ
し
め
政
麻®:
'
及
叛
m
の 

地
峽
鐡
遒
線
占
領
を
妨
此
し
南
軍
の
，地.峽
鐡
.遨
線
を
_距 

る
五
十
哩
以
內
に
»
入

す

る

，を

峻

拒

し

れ

$
'!2)

表
面
" 

は
永
久
中
立
保
證
條
項
の
履
行
に
あ
ら
れ
る4
:其
內
實 

は
巴
奈
馬
を
援
助
.し
て
コ
ロ
ン
ビ
ャ
國
ょ
&
分
離
せ
し 

め
其
の
報
酬
ミ
し
て
巴
奈
擦̂

®地
蹲
を
米
國
に
®
與
.：
 

せ
し
む
る
.の
意
.
^
.
出
で
た
る
も

の
‘な
り
o

へ

ウ
ン
セ
フ
オ
ト
條
約

西
米
戰
钳
後
米
|

«
印
度
に
於
て
：.キ1
パ
‘
.及
；ボ
ー

ト 

リ
び

.
併
せ
.太
艰
f

布
哇
を
合
併
し
束
洋
に
：比
律
賓
：

を
狻
得
し
國
威
の
發
揚
に#
ふ
て
支
那
^
對
し
各
陬
利
- 

權
0
猶
得
£
實
2

場̂
の
_
拓
比
：著
半
し
興
因
的
を
遂' 

行
.す
る
.が
爲
め
^
は
太
西
洋
ヒ
..太
平
洋
ど
の
述
絡
を
從 

.來
ょ
j
短
®
離
^
求
，む
る
0-
'必
要
を
感
し
茲
R

B

^

^
 

連
河
開
盤
0
急
：を
吿
ぐ
る
に
：至
れ’〗

九
〇
0
年
英
米 

§
 r

條
約
を
締
結
せ
ん
ミ
.せ
し
が
米
國
上
院
の
：拒
絕
：
 

す
る
處
ど
な
.り

て

不

成

立

に

歸

し

た

此

篇

案

は

，
 

盟
尔
締
結
0「

へ
！
\
,ク
ン
.
.セ' フ
^

-
トJ

倏
約
の
性
質 

を
硏
究
す
る
に
_

%

る
を
以
て
之
れ
を
略
述
す
可
レ 

該
倐
約
案
は
来
.國
政
府
枝
運
河
：開®
權
及
：是
れ
に
»
帶 

す
.る
：諸

權

及

運

河

行

政

權

を

附

與

せ

然

れ

ど

も” 

八
五
:0
:年
締
-結
の「

ク」

レ
.
1
'
ト
.ン
、X

ル
_

v

1

1條
約
第 

A'
條
*
定

.
の

永

久

中

立
0
'
|般

奮
.は

條

約

第1一
：
條S
 

±
運

河

自

由■
行

に.^>3

歐

洲

：
©
大

國

_

^

盟

約

せ

ら
 

れ

れ
.る
.
.
1

A

A
八
.年

十

月

I j

十

九
'

hi

附

コ

ン

ス

タ.，ン,t, 

ィ

ー

ブ

ダ

修

約

は
_

る
錄
釤
附
^
せ
务
、
此
條
約
f
 

エ
^

^
七
：f

 

6成

塞

な

る

-條
爾 

な

其

©
最
後
の
：®

項
轉
：

r

運
河
，を
支
.

g

し
#
る
地
1

1
1

及
運
河
附
近
.
.
£
秦
を
課
く
る
を
禁
中
然
れ
ど
も
運
河 

地
帶
の
秩
序
^

寧̂
を
維
持
す
'る
.の
目
的
を
.以
て
適
宜 

に
a
兵
を
.配
¥

る
，を
許
し§

1
:

條

每

以

：て
‘英

米

兩
 

國
は
條
約
批
傘
交
換
梭
諸
外
國
に
該
條
約
加
入
を
求
む 

る
事
を
約
せ
&( 3

0

此
條
約
案
©
上
院
に
諮
.飾
.せ
&
る
. 

、

や

上

證

第

ー

.1

條
を
修
正
し
て「

ク
シ
ー
ト
ン
バ
ル 

ッ
1

J條
約
«
廢
棄
せ
ら
.る」

.の
'文
字
を
柿
入
し
4
^
: j 

國
防
儸
の
必
暫
る
時
は
第"ニ
條
の
#
條
項
，に
拘
東
*

( 

&
.る
：、
事
な
し
の
項
を
爾
し
第
！

U

條
を
削
餘
し
で
蕤
. 

國 

§
:
に
交
附
せ
&(

14
y 

t

 

米
國
■上
院
は
締
.S3
國
一
方
の
承
雜
な
く
し
てF

ク
V

I
 

V
ン
パ
ダ
ソ
ーJ

條
約
を
廢
棄
す
る
を
歡
す
ー
ー
米_
防
：
 

備
の
必
喪
な
る
時
に
條
約
の

1 :

部
を
中
止
す
る
の
權
を 

保
®
す
る
は
己
に
厚
く
^
て̂
他
R
簿
く
述
河
附
近
に
多 

大
の
利
害
»1
係
を
苻
す
る
.英
國
は
極
：め
て
木
利
のm
へ
に 

陥
ら
V

I
を
得
ず
三
第
三
條
の
1

は
諸
外
國
に
比
し 

英
_
は
*

®
に
不
私
の
位
®
に
.立
た
‘ざ
る
：を
得
ず
何
ビ 

な
れ
は
餓
外
國
は
.
^
_約
遵
守
の
義
務
：な
き
に
不f
夂

國
は
是
^

を
腐
符
^

ぎ
る
亩
&

す
莨
云
ふ
.

现
_

0

下
^

茲
R

於
：て
が
'

米
國
は
新
條
約
を
提
出
し
ャ
上
院
修
正
案
に
換
へ
ん
亭 

を
申
込
め
同
案
は

「

ク
シ
ー
ト
ン
、パ
ル
ソ

1

_

條 

約
を
廢
棄
し1

外
國
加
入
勸
誘
の
條
項
を
削
除
し
、
地
. 

帶
主
®

^

|

ず
る
0

.

1

を
缺
ぎ
"

運

河

及

*

附
ー 

近
を
展
蕻
す
る
®

镞
1

を
防
±

す
る
倏
約
_

ば
し
>

(

16〕

當
時
英
國
一
は
南
商
戦
#
に
忙
し
く
茌
米
愛
蘭
土
人 

P

は
頻
&
.に
南
师
：技
同
情
を
表
し
、
獨
逸
、
和
願
又
南
阿 

一
の
友
打
ら
ん
ぜ
する

..

形
，跡
を
示
す
が
如
き
國
家
多
事
の 

一
際
な
6
し
'か
ば
英
f

府
か
来
國
の
i

を
受
領
す
る 

I

ゃ
豸
^

*
は
*
の
*
畠
を
^

^
米
の
生
脹
を
默
認
せ.

I 

$、
日
.く
提
案
は
：運
河
.中
立
本
領
保
持
：の
上̂

1
を̂
* 

i

し
英
米11

國

：
の

靈

：
を

變

じ

て

：
米

 
一i

の
，
保

證

せ

.
な

れ
 

る
が
如
し
、
斯
る#
萸
樣
莫
大
.の
資
金
を
投
し
て
開
擊 

..す
る
以
上
避
く
可
ら
ざ
る
事
れ
&
可
く#
法
的
行
爲
を
. 

防
庇
し
不
秧
序
校
對
し«
備
す
る
ぼ
帝
國
政
府
の
，反
對
：
 

せ
ざ
る
所
な
る
可
し
ど
次
に
英
政
府
は
新
條
款

「

運
河

第
I
. 

.
ニ

七

、

第

八

怨(

::
-
ニ
：1)

雜
，
' 
錄
巴
祭
坭
述
柯
條
約
屮
の
永
久
中
立
の
篤
義



結
.

論
：

V

權
を
.

有
す
.

第t

一
項
：a
河
內
に
T
封
鎖
若
く
は
戰
爭
行
爲
を
禁

す

，
.

•ご

第
二一

項
絕
對
に
必
喪
な
る
©
合
を
除
き
戦
闘
脚
は 

運
河
內
に
ヤ
必
要
品
の
供
給
を
仰
ぐ
を
得
ず 

第
：四
項
不
時
の
場
合
：を
除
く
外
泥
河
內
に
て
®
隊 

.

の

上

陸

或

は

上

船

を

禁

ず
.

第
五
項
、
堪
艦
は
運
河
或
は
典
附
近
に
一
一
十
四
時
間 

以
土
碇
泊
す
る
を
得
中
"
且
つ
一
方
の
敵
艦
出
發 

.後
二
十
四
時
を
經
ざ
れ
は
他
、の
一
方
の
軍
艦
は
出 

發
ず
を
.を
得

す
''
'

第
六
項
、
運
河
の
建
設
ノ
維
持
、
行
政
に
必
要
な
る 

營
造
物
は
.戰
鬪
圈
よ
{
攻
擊
破
擻
せ
ら
る
ゝ
事
な 

し

米
國
當
初
の
：意
向
は
.中

、
南

米

を

し

て

.述
河
を
開
盤
せ 

し
■め
.是
れ
を

永
久
申
立
苳
な
し
萬
國
S

共
に

其

0
利

益

地
帶
主
權
の
變
觅
は
永
久
巾
立
の
本
旨
及
締
盟
國
の
_
 

'務
に
變
動
を
及
す
事
な
じJ

17
0

の
^

入
を
^

农
せ
$
 

米
國
の：

戰t

中
敵
の
爲
め
に
運
河
破
墩
せ
ら
石
、
危
險 

.に
侦
ふ
る
の
權
を
保
留
す
る
事
を
欲
す
.，る
も

の
.
>如
し 

V
J

の
言
は
英
國
が
連
河
防
備
の
權
を
米
國
に
默
菌
し

た
ノ
 

る
も
の
^

す
o 

|

斯
か
る
交
涉
の
終
に
於
て1
九

〇
1
年

十】

月
十
八
日 

「

へ
ー
パ
ク
ン
セ
.
.フ
オ
ー
ト」

條
約
締
結
せ
ら
る
其
ft
容 

は
叙
上
英
國
の一

倐
項
を
除
&

他
は
悉
く
米
國
の
草
案 

を
猓
用
せ
今
其
婴
點
を
擧
れ
ば
左
の
洳
し
ノ

(

18)
.1 、

「

クy

丨
ト
ン
、
パ

.ル
ツ
ー」

條
納
は
第
一
條
に
據| 

て
廢
棄
せ
ら
る
"
然
れ
ど
も
永
久
中
立
の
本
旨
は
緖

j 

言
中
に
保
留
せ
ら
る
. 

• 

：1 

ニ
ノ
第
三
條
は「

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
.丨
ルJ

條
約
を
運
河 

中
立
办
基
礎
ビ
な
す
"
其
の
 

,

第1

項

：

運

河

は

各

國

の

商

船

®:
艦

に

全

く

平

等

に
 

公
開
す
可
し

低
し
米
國
は
摩
隊
を
以
て
運
河
岸
を
瞥
備
す
る
の

奶

八

悠(

一
二 
二一)

0
,
錄

C1
奈
思
肫
河
條
約
屮
の
永
久
中
立
の
.意
義
 

谘

九

號

1
1

八

ド -

mm
1

<pI
I

I
|

|
iI
S
i
p‘

!
I

を
獲
得
せ
ん
ど
欲
せ
-

cv 、

是
れ
が
爲
め
フ
ー
タ
グ
ラ
ナ
交
戰
國

e
な
る
に
及
ん
で
大
統
領
は
陸
®
士
官
に
述
河

ダ」

'及
英
國
^
條
約
を
結
び
"
地
峽
通
路
平
和
保
全
の 

爲
及
條
約
履
行
の
爲
め
屢
々
堪
艦
を
派
遺
し
武
力
を
以 

て
典
の
_
務
ビ
信
す
る
處
を
識
し
、
英
國
ビ
の
條
約
に 

基
き
薇
國
の
中
立
條
約
加
入a
誘
に
努
め
以
て
他
意
な
：
 

き
を
示
せ
り
然
る
に〗

八
五
七
年
に
至
6
て
地
_
を
中 

米
以
外
の
勢
力
下
に
S
か
ん
ヾ
し
ゑ
て
西
来
職
、％
後
の
運 

河
政
策
を
全
く
ー
.變

し「

ー
ー
カ
ラ
ガ

」
w

の
條
約
を
利
用
. 

し
て
兵
力
關
係
を
試
み
"
萬
國
の
運
河
條
約
加
入
を
斥 

け
れ
る
の
み
な
ら
ず
英
米
一
一
國
の
保
說
を
廢
し
て
米
國 

軍
獨
の
保
證
ビ
な
.し
"
運
河
防
備
を
主
張
し
て
英
國
の 

默
認
す
る
所
5
な
ぅ
た
る
の
み
な
ら
中
米
國
自
衛
の
爲 

め
に
は
條
約
の
全
部
を
も
停
止
せ
ん
マ

」

の
意
思
を
表
示 

し
現
に
莫
大
の
金
を
投
じ
て
砲
臺
建
設
中
な
&
、
然
ら 

ば
條
約
面
に
永
久
中
立
の
文
字
ぁ
る
も
楚
れ
全
く
無
意 

義
の
獎
名
を
冠
す
る
に
過
ぎ
ざ§

の
な
る
事
は1

昨 

年(
一

九
ご
一
年)

米
國
議
會
を
姐
過
し
た
る̂3

奈
馬
運 

河
法
第
十
一11

條
に
徵
す
る
も
明
なる

ベ
し
即
ち
米
國
が

に
關
す
る
絕
，對
權
を
與
へ
運
河
地
帶
の
政
務
を
其
の
管 

轄
に
移
す
こ
ど
を
得
可
く
又
該
地
帶
知
事
を
し
て
右
陸 

瑶
士
官
の
命
令
に
侬
り
行
政
事
務
を
掌
ら
し
む
る
權
あ 

戰
時
米
國
陸
海
取
の
絕
對
的
管
下
に
屬
す
る
水 

路
は
米
國
の
領
水
に
し
て
萬
國
の
共
荷
た
る
公
海
に
は 

あ
ら
す
況
ん
や
永
久
中
立
の
水
路
に#

ら
ざ
る
^

固 

ょ
ぅ
論
な
し
交
戰
の
場
合
に
於
け
る
中
立
國
の
領
水
は 

交
戰
國
に
取
ぅ
て
は
キ
立
區
域
な
る
を
以
て
交
戰
國
其 

域
內
に
於
て
交
戰
す
る
を
得
ず
、
是
れ
其
國
の
商
業" 

財
產
ヽ
生
命
に
危
替
を
加
べ
、
他
の
中
立
國
に
も
同
樣 

の
惡
影
響
を
及
す
を
以
て
な
ト
'

加
之
斯
る
行
爲
は
國 

際
禮
讓
を
蹂
_
す
る
事
？
な
る
を
以
て
な
ぅ
、
此
意
義 

に
於
て
巴
奈
馬
#
河
は
中
立
な
る
も
永
久
中
立
と
は
云 

ふ
可
ら
す
，.
何
^
な
れ
ば
.米
國
の
交
-

g

國

れ

石

場

^

に 

は
運
河
は
米
國
の
領
水
ど
し
て
取
扱
は
る
れ
ば
ぶ
办
、 

條
約
面
の
永
久
中
立
は
：米
國

1

個
の
保
證
に
し
て
他
國 

は
是
れ
を
遵
奉
す
る
の
義
務
な
し
、
故
に
米
國
の
對
戰

齚

八

溜(
一
ニ
ニ
11 )

雜

B
奈
M
M河
條
約
中
の.永
.久
：中
立
の
意
^

九



第

八

狯
2 
一
二
四)

丫

雜

_

國
は
公
然
是
れ
を
攻
離
し
得
る
を
以
て
米
®
は
陸
.瞿
 

を
擧
て
名
は
永
久
中
立
擁.讓
に
借
6
實
は
米
國
自
衛
の 

©

>
述
河
を
防
■
し
接
近
し
來
る
敵
國
艦
船
を
擊
返
せ- 

ん
ど
課
る
ベ
し
終
に「

へ
1
、
パ
ウ
ン
セ
フ
ォ
ト

J

條

約 

の
永
久
中
立
條
項

V

は

全

く

無

意

_

の

文

字

た

る

摩

を

與
 

首
し
て
斯
稿
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玉
葉
の
經
濟
史
的
研
究

(

上'

松本彦次郞

こ
れ
ま
で
，鎌
倉
時
代
史
：の
研
究̂
云

，
へ

ば

殆

ん

ど

總
 

て
は
吾
妻
鏡
を
中
心
ど
し
、.玉

葉

、

明

月

記

、
、

.吉
記
"

j 

感
管
.紗
、
を
參
考
し
編
縛
さ
る
、
を
常S
し

て

ゐ

る

がj 

此
時
代
は
武
家
政
治
本
位
の
時
代
で
あ
る
か
ら
從
來
の 

硏
究
法
編
籙
法
は
極
め
て
自
然
で
ゎ
つ
て非
雛
す
べ
き 

も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も«
つ
て
よ
く
考
ふ
る
時
は- 

.吾
妻
鱗
の
み
に*

, »

の
七
八

分
，を
.
.
^

る
力

.

ら
を
の
研
31j 

は
略
同1

の
も
の
？
な
つ
て
此
菩
妻
鏡
に
京
都
側
の
記 

錄
を
加
味
し
れ
も
の
は
よA
よ
く
正
確
に
な
つ
て
ゐ
る 

だ
け
で
あ
る
o
こ
れ
は
所
謂
型
に
は
ま
づ
た
政
治
史
を 

主
ビ
f

か
ら
で
そ
の
政
治
史VJ .

云
ふ
意
味
も
た 
<
政 

權
爭
奪
な
る
外
面
に
重
き
を
遛
き
、
そ
の
內
容
は
殆
ん 

ど
間
却
さ
れ
て
，ゐ
る
。
三
浦
傅
士'
:の.鎌

倉

時

代

，史

は

豐

_ 

富
な
る
史
料
V
J
Mな
る
觀
察
點
よ
ぅ
從
來
の
研
究
に
一 

生
而
を
開
い
れ
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
傅
士
自
身
の
序
文

访八饴

(

一
二
一

 
五)

雜錄丑槃
の經浒史
的研究

に
ょ
れ
ば
も

錄

に

.
揭

載

の
目
的
を
以
て
か
い
た 

も
の
で
か
る
か
ら
從
來
の
も
の
に
變
化
を
與
へ
：ベ
く
银 

情
が
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
ビ
斷
は
つ
て
置
い
た
通
办
で©
' 

く
全
體
の
體
裁
は
博
士
の
本
意
で
な
か
っ
た
ら
ぅ
。
何
. 

W

な
れ
ば
博
士
の
最
も
特
意ビ

す

る
武
家
法
刺
ビ
、
此 

時
代
の
生
命VJ

も

云
ふ

，

ベ

き
莊
菌
問
賴
に
筆
を染

め

る
 

こ
.e
僅
め
て
少
な
い
か

ら

で
あ

る

.

3

I I
倉

文

明

史

論の 

如
き
玉
石
浪
同
の
も
.の
で
.は
寧
ろ
そ
の
缺
乏
を
責
める 

'が
無
理
で
.土
地
問
題
に
つ
い
て
は
吉
田
博
士
の
も
の

1 

篇
で
.こ

れ

す
&

極

.
め

て

あ

つ

け

な

い

も

の

で

あ

る

。

-

鎌
倉
時
代
の
政
治
史
，は
何
软
外
而
的
の
も
の
で
P

る

 

か
^
云
ふ
に
史
家
：の
手
に
：な
る
政
治
史
に
は
經
濟
ビ
云 

ふ
こ
ヾ
し
を
常
識
に
解
し
て
ゐ
る
の
で
文̂
5C
_

M
賴
朝 

は
諸
國
杞
守
f

®
き
莊
菌
に
：地
頭
置
く
ミ
云
ふ
意
義 

は
少
し
も
解
せ
ら
れ
て
ゐ
な
いo
こ
の
守
«

»
頭
を
® 

い
れ
事
は
大
江
廣
元
が
考
へ
れ
の
を
賴
朝
は
急
に
採
用 

し
れ
の
で
宮
制
で
以
て
地
方
宫
班
取
人
瞥
察
の
職
務
ど 

、

1
統
し
杧
の
で
新
仫
杞
1-
5
下
に
封
土
を
や
$
又
は
支
：8

第九雜.
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